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安心して働くことのできる環境整備 

関連する 2025 年度までの目標※１ 

１ 年次有給休暇取得率 70％ 

２ 週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者

の割合 ５％ 

項目 
2022 年度 

実績 

2023 年度 

実績 

2024 年度 

実績 

上記１※２ 62.1％ 65.3％ 66.9％ 

上記２※３ 8.9％ 8.4％ 8.0％ 

（備考） 

※１ 目標・実績は暦年設定 

※２ 【厚生労働省「就労条件総合調査」】常用労働者数が 30 人以上の民営企

業における、全取得日数／全付与日数（繰越日数を含まない） 

※３ 【総務省「労働力調査」】非農林業雇用者（休業者を除く）のうち、週間

就業時間（年平均結果）が 40 時間以上の者に占める週間就業時間（年平

均結果）が 60 時間以上の者の割合 

施策実施状況 

（2024 年度に実施した主な取組） 

〇働き方改革関連法の周知 

中小企業を中心とした全事業場に時間外労働の上限規制の導入や年５日の

年次有給休暇の確実な取得を盛り込んだ働き方改革関連法の内容を理解して

いただくため、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所はもとより、

地方公共団体、中小企業者団体、労働者団体等を構成員とする地域の実情に即

した働き方改革を進めるための協議会等を通じて同内容が浸透するよう取り

組んだ。 

また、47 都道府県に設置した「働き方改革推進支援センター」において、全

ての労働基準監督署に設置した「労働時間相談・支援班」とも連携し、現場の

生の声を聴いて収集した働き方改革の好事例の紹介等を盛り込んだセミナー

の開催等を通じて周知を図った。 

〇働き方改革に関する相談・支援 

（１）働き方改革推進支援センター 

職場での働き方改革を実行するための労務管理に関する技術的な相談・

支援を行うため、47 都道府県に設置した「働き方改革推進支援センター」
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が、関係機関と連携を図りつつ、労務管理等の専門家によるコンサルティ

ングや相談対応等を実施した。 

（２）働き方・休み方改善コンサルタント 

都道府県労働局に配置されている「働き方・休み方改善コンサルタント」

により、「労働時間等見直しガイドライン」の周知、年次有給休暇の取得促

進や長時間労働の是正に向けた個別の相談対応や助言・指導を実施した。 

（３）働き方改革推進支援助成金 

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業や傘下企業を

支援する事業主団体に対する助成を実施した。また、業種別課題対応コー

ス（令和５年度の適用猶予業種等対応コースから名称変更）において、引き

続き特に長時間労働の課題を抱える業種に、業種ごとの課題に応じた支援

を実施した。 

（４）「しわ寄せ」防止総合対策 

大企業の働き方改革による「しわ寄せ」が下請等中小事業者にいくこと

がないよう、中小企業庁・公正取引委員会と連携し、関係法令等の周知徹底

や「しわ寄せ」相談情報の地方経済産業局との共有、経営トップ等に対する

直接要請等を行った。 

○長時間労働の是正に向けた監督指導 

 長時間労働の是正及び過重労働による健康障害を防止するため、時間外・休

日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場、長時

間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に

対する監督指導を実施した。 

〇年次有給休暇の取得促進に向けた取組 

10 月の「年次有給休暇取得促進期間」に加え、年次有給休暇を取得しやすい

時季（夏季、年末年始及びゴールデンウィーク）に集中的な広報を行うととも

に、地域の特性を活かした計画的な年次有給休暇の取得を企業、自治体等に働

きかけた。 

また、子育て、介護、治療等様々な事情に応じて柔軟に休暇を取得できるよ

う、時間単位の年次有給休暇制度について、労働時間等設定改善指針の周知や

リーフレットによる広報、導入事例の展開等を通じて導入促進を図った。 

2024 年度施策実施状況に係る分析 

１ 年次有給休暇取得率 

就労条件総合調査によると、2024 年の年次有給休暇の取得率は 66.9％と、

1984 年（55.6％）以降最高となった。取得率は 10 年連続で増加しており、ま

た企業規模別の取得率も、いずれの区分においても前年比増となった。 

一方、「令和６年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及
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促進に関する意識調査（労働者調査）」によると、39.2％の労働者が年次有給

休暇の取得にためらいを感じていると回答しており、その理由として「周囲に

迷惑がかかると感じるから（46.9％）」、「後で多忙になるから（40.7％）」等が

挙げられていることから、引き続き、年次有給休暇を取得しやすい職場の環境

づくりが必要である。 

２ 週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者

の割合 

労働力調査によると、2024 年における割合は、8.0％と、前年（8.4％）と比

べて 0.4 ポイントの減となった。長期的には減少傾向であるものの、依然とし

て目標の５％には乖離がある状況である。 

2024 年４月から時間外労働の上限規制の適用が開始された建設の事業、自

動者運転の業務、医師等については、「週労働時間 40 時間以上の雇用者のう

ち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合」は緩やかな減少傾向にあるもの

の、依然他産業に比べて長時間労働者の割合が多い状況にある。建設業、運輸

業における長時間労働の背景には取引慣行上の課題があることから、引き続

き、関係省庁と連携し、特に取引関係者に向けて、取引慣行の改善に向けた対

応を促す必要がある。 

施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

１ 年次有給休暇取得率 

取得率は着実に増加している状況であり、目標の達成に向けて、引き続き、

企業における働き方・休み方の見直しに向けた自主的な取組を促進するため、

集中的な広報を実施する。また、地域の休暇取得促進の機運を醸成するととも

に、地域の特性を活かした年次有給休暇取得促進のリーフレットを作成し、地

方公共団体に提供すること等により、労働者がためらいを感じることなく年次

有給休暇を取得できる環境の整備に努めていく。 

さらに、年次有給休暇の取得を控えるようなことが起こらないよう、引き続

き、労使の話し合いによる、有給の病気休暇制度をはじめとした特別休暇制度

の普及促進に努めていく。 

具体的には、①事例の収集と事例集の作成、配布、②導入する場合の就業規

則の規定例を記載したリーフレットの作成、配布、③導入の意義や必要性等に

ついての導入企業へのインタビュー動画の作成、④これらコンテンツの働き

方・休み方改善ポータルサイトにおける周知等に取り組む。 

２ 週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者

の割合 

目標である５％とは乖離があるものの、長期的には減少傾向である。引き続

き、中小企業を中心として、全業種横断的に、労働時間相談・支援班や働き方



 

4 
 

改革推進支援センター等での丁寧な相談対応や各種支援制度の周知を実施す

るとともに、長時間労働が疑われる事業場等に対する監督指導を適切に実施し

ていくことが必要である。 

建設業については、引き続き関係省庁とも連携しながら、好事例の共有や関

係団体等への要請等を通じて、適正な工期設定、建設労働者の処遇改善に向け

た取組を促していく。 

トラックドライバーについては、発着荷主等に対して、長時間の恒常的な荷

待ちを発生させないこと等について労働基準監督署による要請、国土交通省の

トラック・物流Ｇメンへの協力等の取組を行っていく。 

また、建設業、自動車運転者について、特設サイト「はたらきかたススメ」

等において、関連法制度や働き方改革を進める上での取引慣行上の課題、勤務

環境改善の取組例などを公開し必要な周知を引き続き行う。 

医師については、他の職種との業務の移管や分担（タスクシフト／タスクシ

ェア）など、医療機関の勤務環境改善に向けた取組を支援するため、医療勤務

環境改善支援センターによるきめ細やかな相談対応、助言を引き続き行う。 

また、働き方改革推進支援助成金において、2026 年度から、荷待ち時間の削

減等に取り組む荷主等を支援するため、新たに「取引環境改善コース」を設け、

荷主等による集団が運送事業者の荷待ち・荷役時間の短縮に資する取組を行っ

た場合に、その費用の一部を助成することとしている。引き続き、特に時間外

労働が長い業種等に対しては重点的な支援を実施していく。 

さらに、企業における働き方・休み方の見直しに向けた取組を促進するため

には、労使のみならず、国民に対しても年次有給休暇の取得、長時間労働の削

減のための対策等の重要性を理解いただく必要があることから、10 月の「年

次有給休暇取得促進期間」や 11 月の「過労死等防止啓発月間」等の機会を通

じて周知・啓発に努める。  

 


